
議案第１号  

 

 

霧島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

霧島市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

令和６年２月１９日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

霧島市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

霧島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年霧島市条例第56号)の一部を次のように

改正する。 

第２条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６第

７項又は育児休業法」に改める。 

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規定する

会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。 

 第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度

任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）」に改める。 

第10条第１号中「育児休業法」を「地方公務員法第26条の６第７項又は育児休業法」に

改める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 霧島市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定及び霧島市会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例の一部改正をすることに伴い、本条例の所要の改正をしようとす

るものである。 


